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統一的な基準による財務書類に関する情報について（留意事項）
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 「財務書類に関する情報」については、平成31年1月時点で、各地方公共団体から回答のあった平成28年度までの
決算に係る財務書類のデータを掲載しています。

 平成31年2月以降に、各地方公共団体において、財務書類の誤りが判明した場合や資産の評価基準等を変更した場
合等に行った修正等は反映していないため、各地方公共団体がホームページ等で開示しているものと異なる場合があ
ります。

 財務書類の金額の単位を「百万円」に統一し、端数調整を行っています。
 各地方公共団体の財務書類の金額等及び分析の内容については、各地方公共団体にお問い合わせください。

 「附属明細書・注記・固定資産台帳の公表状況」欄は、以下のいずれに該当するかについて、各地方公共団体の回
答を掲載しています。
 「附属明細書」欄：統一的な基準において作成することとしている附属明細書について、すべて開示している

場合は「○」、一部を開示している場合は「△」、いずれも開示していない場合は「×」
 「注記」欄：一般会計等財務書類、全体財務書類、連結財務書類のすべての注記を開示している場合は「○」、

一部を開示している場合は「△」、いずれも開示していない場合は「×」
 「固定資産台帳」欄：固定資産台帳を開示している場合は「○」、資産の概要など一部の情報のみを開示して

いる場合は「△」を、全く開示していない場合は「×」
 指標のうち、「将来世代負担比率」及び「基礎的財政収支」については、「地方公会計の推進に関する研究会」に

おける算定式の見直しに係る検討を踏まえて算出しているため、それ以前に各地方公共団体において算出した指標の
値と異なる場合があります。

 「将来世代負担比率」の算出の際に控除する特例地方債の残高（臨時財政対策債、減収補てん債特例分、減税補て
ん債、臨時税収補てん債、臨時財政特例債の残高の合計）については、地方財政状況調査（都道府県分：37表、市町
村分：33表）における地方債現在高の金額を用いています。

【様式１、２共通】

【様式１】

 貸借対照表について、減損処理を行っている場合には、減損累計損失額を控除した金額を当該資産の金額として表
示しています。

【様式２】



【参考】
統一的な基準による財務書類について



財務書類作成の範囲

一部事務組合
広域連合

地方独立行政法人
地方三公社

第三セクター等

地方公共団体

一般会計等 地方公営事業会計

特別会計

一般会計 うち
公営企業会計

一般会計等財務書類

全体財務書類

連結財務書類

統一的な基準が対象とする作成主体は、都道府県、市区町村、一部事務組合及び広域連合です。
地方公共団体は、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一般会計等を基礎として財務書類を作成
します。

また、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた
連結財務書類をあわせて作成します。
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金額
25,177
23,134
7,561
1,924 　　　　減価償却費

11,274 　　　　その他
△ 5,637 　　　移転費用

15,573 ２．経常収益
2,781 　使用料及び手数料等

25,584 ３．純経常行政コスト（１－２）
△ 12,792 ４．臨時損失

2,043 　　　資産除売却損等
2,043 ５．臨時損失

366 　　　資産売却益等
152 ６．純行政コスト（３＋４＋５）
214

25,543

１．前年度末純資産残高 24,964 △ 5,711
２．純行政コスト（△） △ 3,821
３．財源 4,244
　　　税収等 3,465
　　　国県等補助金 779
４．本年度差額（２＋３） 423
５．固定資産等の変動（内部変動） 221 △ 221
　　　有形固定資産等の増加 756 △ 756
　　　有形固定資産等の減少 △ 897 897
　　　貸付金・基金等の増加 519 △ 519
　　　貸付金・基金等の減少 △ 157 157
６．資産評価差額 -
７．無償所管換 -
８．その他 - -
９．本年度純資産変動額（４～８の合計） 221 202
10.本年度末純資産残高（１＋９） 25,185 △ 5,509

【行政コスト計算書】

3,996
2,757

965
897
895

-
-
-

3,821

-
-
-

1,239
175
175

3,821
-

19,676

【純資産変動計算書】

19,253
△ 3,821

4,244
3,465

779
423

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

423

【貸借対照表】
金額

5,197
4,332

865
流動負債

科目
固定資産
　有形固定資産
　　事業用資産
　　　土地

25,543

670
5,867

25,185
△ 5,509

670

科目
固定負債
　地方債
　その他

　１年内償還予定地方債等

負債合計

固定資産等形成

　　　建物等
　　　減価償却累計額
　　インフラ資産
　　　土地

余剰分（不足分）

【業務活動収支】

　　　建物等
　　　減価償却累計額
　投資その他の資産
　　　基金等
流動資産
　現金預金

負債及び純資産合計
純資産合計　その他

資産合計

【資金収支計算書】
科目 金額

19,676

本年度資金収支額④（①＋②＋③）

156

　支出合計
　収入合計
業務活動収支①
【投資活動収支】
　支出合計
　収入合計

3,038
4,442
1,404

1,221

科目 金額
１．経常費用
　　　業務費用
　　　　人件費

前年度末資金残高⑤ 134
本年度末資金残高⑥（④＋⑤） 152

△ 1,065

928
607

△ 321
18

投資活動収支②
【財政活動収支】
　支出合計
　収入合計
財政活動収支③

財務４表の体系

地方公会計の財務書類の体系は、
１．会計年度末における資産及び負債の状況を明らかにする「貸借対照表」
２．業務実施に伴い発生した費用を明らかにする「行政コスト計算書」
３．貸借対照表の純資産の変動要因を明らかにする「純資産変動計算書」
４．資金の流れを区分別に明らかにする「資金収支計算書」

の財務書類４表とこれらに関連する事項の附属明細書となっています。
なお、下図の矢印は財務書類４表の相互関係を示しています。
このページ以降については、一般会計等財務書類の見方について解説します。

5
（注） 「行政コスト計算書」と「純資産変動計算書」を結合して３表の場合もあります。
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						【貸借対照表】 タイシャク タイショウヒョウ																				【行政コスト計算書】 ギョウセイ ケイサンショ

						科目 カモク				金額 キンガク		科目 カモク				金額 キンガク										科目 カモク				金額 キンガク

						固定資産 コテイシサン				25,177		固定負債 コテイ フサイ				5,197										１．経常費用 ケイジョウ ヒヨウ				3,996

						　有形固定資産 ユウケイ コテイシサン				23,134		　地方債 チホウサイ				4,332										　　　業務費用 ギョウム ヒヨウ				2,757

						　　事業用資産 ジギョウヨウ シサン				7,561		　その他 タ				865										　　　　人件費 ジンケンヒ				965

						　　　土地 トチ				1,924		流動負債 リュウドウ フサイ				670										　　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ				897

						　　　建物等 タテモノ トウ				11,274		　１年内償還予定地方債等 ネンナイ ショウカン ヨテイ チホウサイ トウ				670										　　　　その他 タ				895

						　　　減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイガク				△ 5,637		負債合計 フサイ ゴウケイ				5,867										　　　移転費用 イテン ヒヨウ				1,239

						　　インフラ資産 シサン				15,573																２．経常収益 ケイジョウ シュウエキ				175

						　　　土地 トチ				2,781		固定資産等形成 コテイシサン トウ ケイセイ				25,185										　使用料及び手数料等 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ トウ				175

						　　　建物等 タテモノ トウ				25,584		余剰分（不足分） ヨジョウブン フソクブン				△ 5,509										３．純経常行政コスト（１－２） ジュン ケイジョウ ギョウセイ				3,821

						　　　減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイガク				△ 12,792																４．臨時損失 リンジ ソンシツ				-

						　投資その他の資産 トウシ タ シサン				2,043																　　　資産除売却損等 シサン ジョ バイキャクゾン トウ				-

						　　　基金等 キキン トウ				2,043																５．臨時損失 リンジ ソンシツ				-

						流動資産 リュウドウ シサン				366																　　　資産売却益等 シサン バイキャクエキ トウ				-

						　現金預金 ゲンキン ヨキン				152																６．純行政コスト（３＋４＋５） ジュン ギョウセイ				3,821

						　その他 タ				214		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				19,676

						資産合計 シサン ゴウケイ				25,543		負債及び純資産合計 フサイ オヨ ジュンシサン ゴウケイ				25,543

																								【純資産変動計算書】 ジュンシサン ヘンドウ ケイサンショ

																								科目 カモク								合計 ゴウケイ

								【資金収支計算書】 シキン シュウシ ケイサンショ																												固定資産等形成分 コテイシサン トウ ケイセイ ブン		余剰分
（不足分） ヨジョウブン フソクブン

								科目 カモク						金額 キンガク

								【業務活動収支】 ギョウム カツドウ シュウシ																１．前年度末純資産残高 ゼンネンド マツ ジュンシサン ザンダカ								19,253				24,964		△ 5,711

								　支出合計 シシュツ ゴウケイ						3,038										２．純行政コスト（△） ジュン ギョウセイ								△ 3,821						△ 3,821

								　収入合計 シュウニュウ ゴウケイ						4,442										３．財源 ザイゲン								4,244						4,244

								業務活動収支① ギョウム カツドウ シュウシ						1,404										　　　税収等 ゼイシュウ トウ								3,465						3,465

								【投資活動収支】 トウシ カツドウ シュウシ																　　　国県等補助金 クニ ケントウ ホジョキン								779						779

								　支出合計 シシュツ ゴウケイ						1,221										４．本年度差額（２＋３） ホンネンド サガク								423						423

								　収入合計 シュウニュウ ゴウケイ						156										５．固定資産等の変動（内部変動） コテイシサン トウ ヘンドウ ナイブ ヘンドウ												221		△ 221

								投資活動収支② トウシ カツドウ シュウシ						△ 1,065										　　　有形固定資産等の増加 ユウケイ コテイシサン トウ ゾウカ												756		△ 756

								【財政活動収支】 ザイセイ カツドウ シュウシ																　　　有形固定資産等の減少 ユウケイ コテイシサン トウ ゲンショウ												△ 897		897

								　支出合計 シシュツ ゴウケイ						928										　　　貸付金・基金等の増加 カシツケキン キキン トウ ゾウカ												519		△ 519

								　収入合計 シュウニュウ ゴウケイ						607										　　　貸付金・基金等の減少 カシツケキン キキン トウ ゲンショウ												△ 157		157

								財政活動収支③ ザイセイ カツドウ シュウシ						△ 321										６．資産評価差額 シサンヒョウカ サガク								-				-

								本年度資金収支額④（①＋②＋③） ホンネンド シキン シュウシ ガク						18										７．無償所管換 ムショウ ショカン ガ								-				-

								前年度末資金残高⑤ ゼンネンド マツ シキン ザンダカ						134										８．その他 タ								-				-		-

								本年度末資金残高⑥（④＋⑤） ホンネンド マツ シキン ザンダカ						152										９．本年度純資産変動額（４～８の合計） ホンネンド ジュンシサン ヘンドウ ガク ゴウケイ								423				221		202

																								10.本年度末純資産残高（１＋９） ホンネンド マツ ジュンシサン ザンダカ								19,676				25,185		△ 5,509













財務４表の見方（貸借対照表）

 貸借対照表は、会計年度末時点で、地方公共団体がどのような資産を保有しているのかと（資産保有状況）、その資
産がどのような財源でまかなわれているのかを（財源調達状況）対照表で示したものです。貸借対照表により、基準日
時点における地方公共団体の資産・負債・純資産といったストック項目の残高が明らかにされます。

 「資産」は、①資金流入をもたらすもの、②行政サービス提供能力を有するものに整理されます。
 「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出をもたらすものであり、地方債が

その主たる項目です。

 「純資産」は、資産と負債の差額ですが、民間企業のように資本の獲得等に関する取引の結果ではありません。

行政サービスを提供するための
公共施設等の固定資産や将来、
行政サービスに使用する現金等
の資産
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地方債など、将来世代の負担

過去又は現世代の負担

・固定資産等形成分・・・資産形成

のために充当した資源の蓄積

・余剰分（不足分）・・・消費可能な

資源の蓄積（例：現金預金）

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債

工作物減価償却累計額 未払金

建設仮勘定 前受金

インフラ資産 賞与等引当金

土地 預り金

建物 その他

建物減価償却累計額

工作物 【純資産の部】

工作物減価償却累計額 固定資産等形成分

建設仮勘定 余剰分（不足分）

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金 △ 60

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

徴収不能引当金 △ 26 純資産合計 69,939

資産合計 負債及び純資産合計 113,349113,349

2

8,579

1,781

11,704

1,134

234

10,360

0

7,093

0

751

7

7,093

45

451

0

0

8,287

496

△ 1,430

0

0

△ 22,509 111,413

170 △ 41,474

2,150

1,099 207

△ 440 43,410

28,981

31 13

30,405 338

23,104 105

負債合計

△ 35,323 4,141

813 3,478

△ 74 0

62,233 0

37,473 3,618

59,313 510

101,645 39,269

93,358 35,141

貸借対照表
（平成２８年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 4,000,000 固定負債 4,400,000

　 有形固定資産 2,000,000 　 地方債 4,000,000

　　  事業用資産 1,800,000 　 　 臨時財政対策債等 3,000,000

（略） 　 　 その他 1,000,000

　　  インフラ資産 1,900,000 （略）

　　    土地 1,000,000 流動負債 500,000

（略） 　 1年以内償還予定地方債 390,000

　流動資産 1,000,000 　 　 臨時財政対策債等 290,000

　　  現金預金 800,000 　 　 その他 100,000

（略） （略）

負債合計 4,900,000

【純資産の部】

純資産合計 100,000

資産合計 5,000,000 負債及び純資産合計 5,000,000

地方公共団体の貸借対照表の資産、負債については、地方公共団体特有の制度の影響により、次のとおり、アンバランスに計上されることが
あります。したがって、分析に当たっては、これらの影響を加味して行う必要があります。特に、将来世代と過去・現世代のバランスを評価するに
当たっては、これらの影響を反映した上で行うことが求められます。

１ 地方公共団体の管理対象であるが所有をしていないインフラ資産（建物・工作物等）の存在
都道府県管理の国道や一級河川等については、都道府県が建設費や維持費を負担しているが、資産そのものは国に帰属しているため、地方公共団体の貸借

対照表においては、整備に要した経費に充てた地方債等は負債に計上する一方で、資産には計上されない。しかし、現実には当該都道府県に存在し、広く県民
が将来の経済的便益を享受するものであることからも、実質的には都道府県の資産とみなすこともできるものである。

２ 地方交付税の代替措置である臨時財政対策債、その他地方交付税措置のある地方債の存在
地方交付税の不足を補うために発行される地方債である臨時財政対策債の残高は、元利償還金相当額が将来、地方交付税で措置されることとされている。ま

た、その他にも、その他にも、元利償還金の一部又は全部が将来の交付税の基準財政需要額に算入される地方債も存在するが、交付団体であり続ける限り、い
ずれも実質的には資金流出がもたらされないものである。

３ 昭和59年度以前に取得された又は取得価額が不明なものの存在
道路敷地等のうち、昭和59年度以前に取得された又は取得価額が不明なものについては、統一的な基準に基づき備忘価額1円で評価しているため、実際より

低い資産計上となっているものがある。

臨時財政対策債、その他地
方交付税措置のある地方債

の存在

地方交付税措置のある地
方債のうち、将来の普通交
付税の算定基礎である基準
財政需要額に含まれること
が見込まれる金額も負債に
計上されている。
（注） 注記に該当金額が記

載されている。
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管理のみしている国道等の
計上されていない資産の存在

管理者と所有者が異なる指定
区間外の国道や指定区間の一
級河川等及び表示登記が行わ
れていない法定外公共物の価
額が計上されていない。

（注） 注記には、該当金額が記
載されている。

地方債など、将来世代の負担行政サービスを提供するため庁
舎、公共施設などの固定資産や
将来、行政サービスに使用する
現金などの資産

貸借対照表の見方の留意点

地方公共団体特有の制度の影
響を加味するため、注記に記
載された該当金額を反映させ
て分析を行うことが必要 7
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										（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				科目 カモク		金額 キンガク		科目 カモク		金額 キンガク

				【資産の部】 シサン ブ				【負債の部】 フサイ ブ

				固定資産 コテイシサン		4,000,000		固定負債 コテイ フサイ		4,400,000

				　 有形固定資産 ユウケイ コテイシサン		2,000,000		　 地方債 チホウサイ		4,000,000

				　　  事業用資産 ジギョウヨウ シサン		1,800,000		　 　 臨時財政対策債等 リンジ ザイセイ タイサク サイ トウ		3,000,000

				（略） リャク				　 　 その他 タ		1,000,000

				　　  インフラ資産 シサン		1,900,000		（略） リャク

				　　    土地 トチ		1,000,000		流動負債 リュウドウ フサイ		500,000

				（略） リャク				　 1年以内償還予定地方債 ネン イナイ ショウカン ヨテイ チホウサイ		390,000

				　流動資産 リュウドウ シサン		1,000,000		　 　 臨時財政対策債等 リンジ ザイセイ タイサク サイ トウ		290,000

				　　  現金預金 ゲンキン ヨキン		800,000		　 　 その他 タ		100,000

				（略） リャク				（略） リャク

								負債合計 フサイ ゴウケイ		4,900,000

								【純資産の部】 ジュンシサン ブ



								純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		100,000

				資産合計 シサン ゴウケイ		5,000,000		負債及び純資産合計 フサイ オヨ ジュンシサン ゴウケイ		5,000,000









財務４表の見方（行政コスト計算書）

人件費、物件費、移転費用（補助金）などを

発生額で計上

経常的に発生する費用から、使用料及び手数料

といった受益者負担収益を差し引くことで純経常

行政コストを算定

（単位：百万円）

経常費用 35,485
業務費用 16,685

人件費 4,981
職員給与費 4,280
賞与等引当金繰入額 338
退職手当引当金繰入額 31
その他 332

物件費等 11,013
物件費 8,644
維持補修費 303
減価償却費 2,034
その他 31

その他の業務費用 690
支払利息 454
徴収不能引当金繰入額 0
その他 236

移転費用 18,800
補助金等 6,255
社会保障給付 8,937
他会計への繰出金 3,559
その他 49

経常収益 1,667
使用料及び手数料 732
その他 934

純経常行政コスト △ 33,818
臨時損失 20

災害復旧事業費 0
資産除売却損 20
投資損失引当金繰入額 0
その他 0

臨時利益 33
資産売却益 33
その他 0

純行政コスト △ 33,806

行政コスト計算書
自　平成２７年４月１日　

至　平成２８年３月３１日

科目 金額

＜着目する主な項目＞

〇減価償却費

・行政を執行する立場からは、1年間に消費した固定

資産（償却資産）の金額を表す項目であるが、住民

の立場から見た場合には、その金額に見合う施設や

インフラに関するサービスの提供を受けたことを表

示するもの。

臨時に発生する損失、利益を加

味して純行政コスト（税を主とする

一般財源等で賄うべきコスト）を

算定

 行政コスト計算書は、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用（経常的な費用）
と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収益（経常的な収益）を対比させた財務書類です。

 経常的な費用と収益の差額によって、地方公共団体の一会計期間中の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常
的な活動について税収等でまかなうべき行政コスト（純経常行政コスト）が明らかにされます。
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財務４表の見方（純資産変動計算書）

＜着目する主な項目＞

〇本年度差額

・発生主義ベースでの収支均衡が図られているかを

表す項目。

・プラスであれば、現世代の負担によって将来世代も

利用可能な資源を貯蓄したことを意味する一方、マ

イナスであれば、将来世代が利用可能な資源を現

世代が消費して便益を享受していることを表示。

9

(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 110,390 △ 42,882

純行政コスト（△） △ 33,806

財源 36,140

税収等 25,784

国県等補助金 10,356

本年度差額 2,334

固定資産等の変動（内部変動） 926 △ 926

有形固定資産等の増加 2,515 △ 2,515

有形固定資産等の減少 △ 2,528 2,528

貸付金・基金等の増加 1,226 △ 1,226

貸付金・基金等の減少 △ 287 287

資産評価差額 △ 18

無償所管換等 115

本年度純資産変動額 1,023 1,408

本年度末純資産残高 111,413 △ 41,474

2,334

純資産変動計算書
自　　平成２７年　４月　１日

至　　平成２８年　３月３１日

科目 合計

67,508

△ 33,806

36,140

25,784

10,356

115

2,431

69,939

△ 18

純行政コストの金額に対して、税収及

び国の補助金等受入の金額がどの程度

あるかを見ることにより、受益者負担以

外の財源によりどの程度賄われているか

を把握

 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年間でどのように変動したかを表す財
務書類です。

 純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県支出金などの特定財源が純資産の増加要因
として直接計上され、行政コスト計算書で算出された費用（純行政コスト）が純資産の減少要因として計上されること
などを通じて、１年間の純資産総額の変動が明らかになります。また、固定資産等の変動により、純資産の変動要因が
分かります。



財務４表の見方（資金収支計算書）

投資的な活動に関する収支を集計

支出…公共事業や施設整備等、

基金積立、貸付金等

収入…補助金収入、基金取崩、

貸付金回収等

経常的な活動に関する収支を集計

支出…人件費、旅費、需用費、

補助金、扶助費等

収入…税収、補助金収入、使用料・

手数料等

財務的な活動に関する収支を集計

支出…地方債償還等

収入…地方債発行等

（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出 33,737
業務費用支出 14,937

人件費支出 5,340
物件費等支出 8,982
支払利息支出 454
その他の支出 161

移転費用支出 18,800
補助金等支出 6,255
社会保障給付支出 8,937
他会計への繰出支出 3,559
その他の支出 49

業務収入 37,688
税収等収入 26,054
国県等補助金収入 10,004
使用料及び手数料収入 735
その他の収入 896

臨時支出 0
災害復旧事業費支出 0
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 3,951
【投資活動収支】

投資活動支出 3,236
公共施設等整備費支出 2,015
基金積立金支出 925
投資及び出資金支出 296
貸付金支出 0
その他の支出 0

投資活動収入 688
国県等補助金収入 352
基金取崩収入 284
貸付金元金回収収入 3
資産売却収入 49
その他の収入 0

投資活動収支 △ 2,547
【財務活動収支】

財務活動支出 3,472
地方債償還支出 3,243
その他の支出 229

財務活動収入 2,341
地方債発行収入 2,341
その他の収入 0

財務活動収支 △ 1,131
272
757

1,029

前年度末資金残高

本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２７年４月１日　
至　平成２８年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額 10

 資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの
活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書と
も呼ばれます。

 現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支計算書においては、「業務活
動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」という性質の異なる三つの活動に大別して記載され、地方公共団体の資金
が期首残高から期末残高へと増減した原因が明らかにされるのが特徴です。



 決算統計に基づく財政指標や地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）における健全化指標等
の指標に加え、財務書類のデータ等による指標を分析することにより、当該地方公共団体の財政状況を多角的に分析する
ことが可能となります。

 これまでの研究会等で示された主な指標のうち、「財務書類に関する情報」に掲載している指標は次のとおりです。な
お、これらの指標は経年で比較することや類似団体と比較することにより、全体の大まかな傾向を把握するのに有効です
が、単年度に発生した取引の影響で大きく数値が変動する場合もあることに留意が必要です。

財務書類の数値を用いた主な指標について①

10

１．資産の状況

 資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより、
住民等にとって理解しやすい情報になるとともに、他団体との比較が可能

① 住民一人当たり資産額

 当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成
されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表すもの

資産合計÷歳入総額

算定式

② 歳入額対資産比率

③ 有形固定資産減価償却率

有形固定資産合計　－　土地等の非償却資産　＋　減価償却累計額

有形固定資産
減価償却率

＝
減価償却累計額

算定式

 有形固定資産のうち、償却資産（注）の取得価額等に対する減価償却累計額の
割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過して
いるのかを全体として把握することが可能

資産合計÷住民基本台帳人口

算定式

２．資産と負債の比率

 純資産の変動は、将来世代と過去及び現世代との間で負担の割合が変動
したことを表すもの

④ 純資産比率

算定式

純資産÷資産合計

⑤ 将来世代負担比率

 有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債に
よる調達割合（公共資産等形成充当負債の割合）を算定することにより、社
会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握することが可能

算定式

地方債残高（※）

有形・無形固定資産合計
＝

社会資本等形成の世代間負担比率
（将来世代負担比率）

※ 地方債残高（附属明細書（地方債（借入先別）））から以下の特例地方債を
控除したもの

イ 臨時財政特例債 ロ 減税補てん債 ハ 臨時税収補てん債
ニ 臨時財政対策債 ホ 減収補てん債特例分

注）物品を除く



算定式

 行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民
一人当たり行政コストとすることにより、行政活動の効率性を見ることが可能

⑥ 住民一人当たり行政コスト

純行政コスト÷住民基本台帳人口

３．行政コストの状況

財務書類の数値を用いた主な指標について②
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４．負債の状況

算定式

 負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることによ
り、住民にとって理解しやすい情報になるとともに、他団体との比較が可能

負債合計÷住民基本台帳人口

⑦ 住民一人当たり負債額

算定式

⑧ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）

算定式

 資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動
収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。）の合算額を算出すること
により、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除い
た歳入のバランスを示す指標

 当該バランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らな
い限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運
営ができていると捉えられるが、業務活動と投資活動のいずれが黒字要因
であるかの内訳には留意が必要

基礎的財政収支＝業務活動収支（支払利息支出を除く）

＋投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）

５．受益者負担の状況

 行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係
る受益者負担の金額を表すため、これを経常費用と比較することにより、
行政サービス提供に対する直接的な負担の割合を算出することが可能

 なお、受益者負担に類似するものであっても、分担金や負担金として徴収
しているものについては経常収益に含まれないことに留意が必要

⑨ 受益者負担比率

受益者負担比率 ＝
経常収益

経常費用

算定式


②有形

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						①		生活インフラ・国土保全 セイカツ コクド ホゼン

						②		教育 キョウイク

						③		福祉 フクシ

						④		環境衛生 カンキョウ エイセイ

						⑤		産業振興 サンギョウ フ キョウ

						⑥		消防 ショウボウ

						⑦		総務 ソウム

				昨年文書 サクネン ブンショ

				有形固定資産の行政目的別残高とその割合（有形固定資産の行政目的別割合）を見ることにより、資産形成の重要分野を把握することができる。 ユウケイ コテイ シサン ギョウセイ モクテキ ベツ ザンダカ ワリアイ ユウケイ コテイ シサン ギョウセイ モクテキ ベツ ワリアイ ミ シサン ケイセイ ジュウヨウ ブンヤ ハアク

				このデータを他団体と比較することにより資産形成の特徴を把握することができ、今後の資産整備の方向性を検討するのに役立てることができる。 タ ダンタイ ヒカク シサン ケイセイ トクチョウ ハアク コンゴ シサン セイビ ホウコウセイ ケントウ ヤクダ

				また、過年度と比較することにより、行政分野ごとに社会資本がどのように形成されてきたかを把握することができる。 カネンド ヒカク ギョウセイ ブンヤ シャ カイ シホン ケイセイ ハアク





④老朽

		資産老朽化比率 シサン ロウキュウ カ ヒリツ		＝		減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイガク

						有形固定資産合計　－　土地　＋　減価償却累計額 ユウケイ コテイ シサン ゴウケイ トチ ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク





⑥社会資本等形成

		現世代負担比率 ゲンセダイ フタン ヒリツ		＝		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				将来世代負担比率 ショウライ セダイ フタン ヒリツ		＝		地方債残高 チホウサイ ザンダカ

						公共資産合計 コウキョウ シサン ゴウケイ								公共資産（有形・無形固定資産合計） コウキョウ シサン ユウケイ ムケイ コテイ シサン ゴウケイ





⑬受益者

		受益者負担比率 ジュエキシャ フタン ヒリツ		＝		経常収益 ケイジョウ シュウエキ

						経常費用 ケイジョウ ヒヨウ

				前回文書 ゼンカイ ブンショ

				・経常収益はいわゆる受益者負担の金額であるため、経常収益行政コストに対する割合を算定することで、受益者負担割合を算定することができる。

				・受益者負担比率が他団体と比べて著しく低い場合などは、原因を詳細に検討する必要がある







【参考】公会計と企業会計の違い

3

1. 国及び地方公共団体の財政活動は、強制的に徴収された税収等を財源として配分することにあり、利益の
獲得を目的としていないことから、企業と同様に損益計算を行うことは適当ではなく、そのため損益計算書
は作成していません。

一方で、フローの情報として国及び地方公共団体の財政活動の結果として発生したコスト（費用）を明ら
かにする行政コスト計算書（※１）を作成することとしています。

２． 国及び地方公共団体の資産及び負債の増減を要因別に明らかにする純資産変動計算書（※２）を作成して
います。なお、資産・負債差額増減計算書では、業務費用と財源とを対比してみることが可能となっていま
す。

３． 国及び地方公共団体の資産及び負債には、取得や保有の時期・形態が様々であるほか、資産として管理さ
れているものの中には、これまで価額を把握していなかったものが多数あります。しかし、それが国及び地
方公共団体の所有となる資産であって、サービス提供能力及び将来の経済的便益が存在する場合においては、
一般的な売買市場がない場合であっても、貸借対照表に計上しています。

４． 貸借対照表の資産と負債の差額は、企業では資本として取り扱われますが、国及び地方公共団体の場合、
資本は存在しません。

５． 公会計には出納整理期間が存在するため、貸借対照表に計上されている現金及び預金の金額は、年度末時
点の実際保有残高に、出納整理期間における現金及び預金の出納を加減した金額となっています。

※１ 国の財務書類では「業務費用計算書」としています。 ※２ 国の財務書類では「資産・負債差額増減計算書」としています。

（『「国の財務書類」ガイドブック 平成30年1月 財務省主計局』より作成）

公会計における財務書類は、国、地方公共団体ともに企業会計の手法を用いつつ、独自の財政活動の特性を踏まえた工夫
を行っています。その具体的な点は次のとおりです。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

